
 

 

令
和
四
年
二
月
一
日
受
領 

答

弁

第

七

号 
   
 

内
閣
衆
質
二
〇
八
第
七
号 

 
 
 
 

令
和
四
年
二
月
一
日 

内
閣
総
理
大
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岸

田

文
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衆

議
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議

長 
細

田

博

之 
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衆
議
院
議
員
堤
か
な
め
君
提
出
自
立
援
助
ホ
ー
ム
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
堤
か
な
め
君
提
出
自
立
援
助
ホ
ー
ム
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
自
立
援
助
ホ
ー
ム
」
（
以
下
「
自
立
援
助
ホ
ー
ム
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
「
満
二
十
歳
未
満
義
務
教

育
終
了
児
童
等
」
等
の
社
会
的
自
立
の
促
進
を
図
る
上
で
重
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

自
立
援
助
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
別
に
、
①
令
和
元
年
十
月
一
日
時
点
の
設
置
箇
所
数
、
②
同
時
点
の
入
居
定
員

の
総
数
、
③
平
成
三
十
年
二
月
一
日
時
点
の
入
居
者
の
総
数
及
び
④
同
時
点
の
入
居
者
の
う
ち
厚
生
労
働
省
が
平
成
二
十
九

年
度
に
実
施
し
た
児
童
養
護
施
設
入
所
児
童
等
調
査
に
お
い
て
「
児
童
の
心
身
の
状
況
」
に
掲
げ
る
項
目
の
う
ち
い
ず
れ
か

の
項
目
に
該
当
す
る
者
の
総
数
を
お
示
し
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

北
海
道 

①
十
五
箇
所 

②
九
十
四
人 

③
四
十
五
人 
④
二
十
五
人 

 
 

青
森
県 

①
零
箇
所 

②
零
人 

③
零
人 

④
零
人 

 
 

岩
手
県 

①
一
箇
所 

②
六
人 

③
六
人 

④
二
人 



 

２ 

 

 
 

宮
城
県 

①
四
箇
所 

②
二
十
五
人 

③
十
七
人 

④
四
人 

 
 

秋
田
県 

①
一
箇
所 

②
六
人 

③
四
人 

④
四
人 

 
 

山
形
県 
①
一
箇
所 

②
六
人 

③
一
人 

④
一
人 

 
 

福
島
県 

①
二
箇
所 

②
十
二
人 

③
三
人 

④
一
人 

 
 

茨
城
県 

①
五
箇
所 

②
三
十
一
人 

③
二
十
一
人 

④
四
人 

 
 

栃
木
県 

①
五
箇
所 
②
三
十
六
人 

③
二
十
五
人 

④
十
四
人 

 
 

群
馬
県 

①
一
箇
所 

②
六
人 
③
五
人 

④
三
人 

 
 

埼
玉
県 

①
十
箇
所 

②
六
十
七
人 
③
四
十
八
人 

④
二
十
八
人 

 
 

千
葉
県 

①
十
五
箇
所 

②
九
十
六
人 
③
三
十
六
人 

④
十
四
人 

 
 

東
京
都 

①
二
十
箇
所 

②
百
三
十
八
人 

③
九
十
九
人 

④
三
十
九
人 

 
 

神
奈
川
県 

①
十
箇
所 

②
五
十
八
人 

③
三
十
四
人 
④
十
六
人 

 
 

新
潟
県 

①
二
箇
所 

②
十
一
人 

③
三
人 

④
三
人 

 
 

富
山
県 

①
一
箇
所 

②
六
人 

③
四
人 

④
三
人 



 

３ 

 

 
 

石
川
県 

①
一
箇
所 

②
九
人 

③
零
人 

④
零
人 

 
 

福
井
県 

①
零
箇
所 

②
零
人 

③
零
人 

④
零
人 

 
 

山
梨
県 
①
二
箇
所 

②
十
二
人 

③
四
人 

④
零
人 

 
 

長
野
県 

①
二
箇
所 

②
十
二
人 

③
七
人 

④
五
人 

 
 

岐
阜
県 

①
二
箇
所 

②
十
八
人 

③
十
人 

④
三
人 

 
 

静
岡
県 

①
四
箇
所 
②
二
十
四
人 

③
八
人 

④
五
人 

 
 

愛
知
県 

①
七
箇
所 

②
四
十
六
人 

③
十
六
人 

④
四
人 

 
 

三
重
県 

①
二
箇
所 

②
十
五
人 
③
七
人 

④
三
人 

 
 

滋
賀
県 

①
二
箇
所 

②
十
八
人 

③
六
人 
④
二
人 

 
 

京
都
府 

①
四
箇
所 

②
二
十
四
人 

③
十
二
人 
④
四
人 

 
 

大
阪
府 

①
九
箇
所 

②
五
十
人 

③
十
八
人 

④
九
人 

 
 

兵
庫
県 

①
五
箇
所 

②
四
十
三
人 

③
二
十
九
人 

④
十
一
人 

 
 

奈
良
県 

①
二
箇
所 

②
十
二
人 

③
五
人 

④
四
人 



 

４ 

 

 
 

和
歌
山
県 

①
五
箇
所 

②
二
十
九
人 

③
八
人 

④
二
人 

 
 

鳥
取
県 

①
三
箇
所 

②
二
十
一
人 

③
十
五
人 

④
十
人 

 
 

島
根
県 
①
一
箇
所 

②
六
人 

③
三
人 

④
一
人 

 
 

岡
山
県 

①
五
箇
所 

②
二
十
九
人 

③
十
七
人 

④
十
五
人 

 
 

広
島
県 

①
四
箇
所 

②
二
十
三
人 

③
零
人 

④
零
人 

 
 

山
口
県 

①
四
箇
所 
②
二
十
四
人 

③
九
人 

④
二
人 

 
 

徳
島
県 

①
一
箇
所 

②
六
人 
③
一
人 

④
一
人 

 
 

香
川
県 

①
五
箇
所 

②
三
十
六
人 
③
十
五
人 

④
十
人 

 
 

愛
媛
県 

①
四
箇
所 

②
二
十
四
人 

③
八
人 

④
四
人 

 
 

高
知
県 

①
二
箇
所 

②
十
一
人 

③
三
人 

④
零
人 

 
 

福
岡
県 

①
九
箇
所 

②
五
十
六
人 

③
二
十
八
人 
④
十
二
人 

 
 

佐
賀
県 

①
零
箇
所 

②
零
人 

③
零
人 

④
零
人 

 
 

長
崎
県 

①
四
箇
所 

②
二
十
二
人 

③
十
二
人 

④
四
人 



 

５ 

 

 
 

熊
本
県 

①
三
箇
所 

②
十
八
人 

③
一
人 

④
零
人 

 
 

大
分
県 

①
一
箇
所 

②
六
人 

③
零
人 

④
零
人 

 
 

宮
崎
県 
①
二
箇
所 

②
十
二
人 

③
六
人 

④
五
人 

 
 

鹿
児
島
県 
①
三
箇
所 

②
二
十
一
人 

③
十
一
人 

④
四
人 

 
 

沖
縄
県 

①
二
箇
所 

②
十
三
人 

③
六
人 

④
四
人 

 
 

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
直
近
の
一
年
間
で
閉
鎖
し
た
ホ
ー
ム
数
及
び
主
な
閉
鎖
理
由
」
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

自
立
援
助
ホ
ー
ム
の
新
設
、
修
理
、
改
造
等
の
施
設
整
備
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
、
次
世
代
育
成
支
援
対

策
施
設
整
備
交
付
金
に
よ
り
、
そ
れ
ら
に
要
す
る
経
費
の
一
部
に
つ
い
て
補
助
を
行
っ
て
お
り
、
令
和
三
年
度
予
算
に
お
い

て
、
当
該
補
助
に
要
す
る
経
費
と
し
て
、
約
六
十
四
億
円
を
計
上
し
て
い
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
自
立
援
助
ホ
ー
ム
を
利
用
す
る
子
供
自
身
あ
る
い
は
保
護
者
の
利
用
料
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も

明
ら
か
で
は
な
い
が
、
仮
に
、
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
（
以
下
「
徴
収
金
」
と
い
う
。
）
又
は
児
童



 

６ 

 

福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
に
規
定

す
る
入
居
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
費
用
の
額
（
以
下
「
費
用
負
担
金
」
と
い
う
。
）
を
意
味
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
「
平
均
額
」
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
把
握
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
徴
収
金
に
つ
い
て
は
、
法
第

五
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
、
「
負
担
能
力
に
応
じ
、
・
・
・
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
お
り
、
「
児
童
福

祉
法
に
よ
る
児
童
入
所
施
設
措
置
費
等
国
庫
負
担
金
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
一
年
四
月
三
十
日
付
け
厚
生
省
発
児
第
八
十
六

号
厚
生
事
務
次
官
通
知
）
に
お
い
て
、
税
額
等
に
よ
る
階
層
区
分
ご
と
に
徴
収
金
の
基
準
額
を
示
し
て
い
る
ほ
か
、
「
「
児

童
福
祉
法
に
よ
る
児
童
入
所
施
設
措
置
費
等
国
庫
負
担
金
に
つ
い
て
」
通
知
の
施
行
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
一
年
四
月
三
十

日
付
け
児
発
第
四
百
十
六
号
厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
に
お
い
て
、
「
前
年
に
比
し
て
収
入
が
減
少
し
た
り
、
不
時
の

や
む
を
得
ざ
る
支
出
が
必
要
と
な
る
等
の
事
情
に
よ
り
、
世
帯
の
負
担
能
力
に
著
し
い
変
動
が
生
じ
、
費
用
負
担
が
困
難
で

あ
る
と
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
、
中
核
市
若
し
く
は
児
童
相
談
所
設
置
市
市
長
が
認
め
た
場
合
は
、
当
該
年
の
課
税

額
を
推
定
し
、
階
層
区
分
の
変
更
を
行
っ
て
差
し
支
え
な
い
。
こ
の
場
合
、
階
層
区
分
が
二
階
層
以
上
変
動
し
な
い
場
合
は
、

変
更
し
な
い
も
の
と
す
る
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
費
用
負
担
金
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
三
十
六
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
、

「
入
居
者
の
経
済
的
負
担
を
勘
案
し
た
適
正
な
額
と
す
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で



 

７ 

 

あ
り
、
「
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
（
自
立
援
助
ホ
ー
ム
）
実
施
要
綱
」
（
平
成
十
年
四
月
二
十
二
日
付
け
児
発
第
三
百
四

十
四
号
厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
通
知
別
紙
。
以
下
「
要
綱
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
当
該
規
定
に
つ
い
て
都
道
府
県
等
に
周

知
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
御
指
摘
の
「
止
む
を
得
な
い
事
情
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

自
立
援
助
ホ
ー
ム
の
入
居
者
が
徴
収
金
を
納
付
し
、
又
は
費
用
負
担
金
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
都

道
府
県
知
事
等
又
は
法
第
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
（
以
下
「
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
」

と
い
う
。
）
を
行
う
者
に
お
い
て
、
徴
収
金
に
係
る
階
層
区
分
の
変
更
、
費
用
負
担
金
の
調
整
等
の
入
居
者
の
状
況
を
十
分

に
配
慮
し
た
対
応
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
自
立
援
助
ホ
ー
ム
の
ス
タ
ッ
フ
」
の
人
件
費
を
地
方
公
共
団
体
が
独
自
に
補
助
し
て
い
る
事
例
に
つ
い
て
は
、

政
府
と
し
て
把
握
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
「
国
の
職
員
配
置
基
準
を
手
厚
く
す
べ
き
」
と
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
児
童
自

立
生
活
援
助
事
業
の
内
容
や
自
立
援
助
ホ
ー
ム
の
入
居
定
員
等
を
踏
ま
え
、
規
則
第
三
十
六
条
の
八
に
お
い
て
、
自
立
援
助

ホ
ー
ム
に
配
置
す
る
指
導
員
等
の
基
準
を
定
め
て
お
り
、
ま
た
、
自
立
援
助
ホ
ー
ム
の
職
員
に
要
す
る
人
件
費
に
つ
い
て
は
、

「
児
童
福
祉
法
に
よ
る
児
童
入
所
施
設
措
置
費
等
国
庫
負
担
金
」
（
以
下
「
国
庫
負
担
金
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
負
担
し
て



 

８ 

 

い
る
こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
は
、
自
立
援
助
ホ
ー
ム
の
運
営
に
当
た
り
適
切
な
配
置
基
準
の
設
定
等
を
行
っ
て
い
る
も
の

と
考
え
て
い
る
。 

六
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
は
、
自
立
援
助
ホ
ー
ム
に
入
居
し
て
い
る
児
童
等
が
一
人
暮
ら
し
又
は
少
人
数
で
の

共
同
生
活
を
体
験
す
る
こ
と
は
、
当
該
児
童
等
の
円
滑
な
自
立
を
推
進
す
る
上
で
有
用
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
令
和
三

年
度
か
ら
、
新
た
に
、
当
該
児
童
等
が
一
人
暮
ら
し
を
体
験
す
る
た
め
の
賃
貸
物
件
の
賃
借
料
等
を
国
庫
負
担
金
の
対
象
と

す
る
な
ど
、
取
組
を
強
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

七
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
監
査
規
定
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
自
立
援
助
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
は
、
法

第
三
十
四
条
の
五
第
一
項
に
お
い
て
、
「
都
道
府
県
知
事
は
、
児
童
の
福
祉
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
・

・
・
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
・
・
・
を
行
う
者
に
対
し
て
、
必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
に
、

関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
事
務
所
若
し
く
は
施
設
に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
お
り
、
当
該
規
定
に
基
づ
き
、
「
児
童
福
祉
行
政
指
導
監
査
の
実
施
に
つ
い
て
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（
通
知
）
」
（
平
成
十
二
年
四
月
二
十
五
日
付
け
児
発
第
四
百
七
十
一
号
厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
等
を
踏
ま
え
、
都

道
府
県
知
事
等
に
よ
る
指
導
監
査
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十

五
号
）
第
七
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
、
「
社
会
福
祉
事
業
の
経
営
者
は
、
自
ら
そ
の
提
供
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
評

価
を
行
う
こ
と
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
常
に
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
者
の
立
場
に
立
つ
て
良
質
か
つ
適

切
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
自
立
援
助
ホ
ー
ム

に
つ
い
て
は
、
規
則
第
三
十
六
条
の
二
十
三
に
お
い
て
、
「
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
者
は
、
自
ら
そ
の
提
供
す
る
児
童
自

立
生
活
援
助
の
質
の
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
定
期
的
に
外
部
の
者
に
よ
る
評
価
を
受
け
て
、
そ
れ
ら
の
結
果
を
公
表
し
、

常
に
そ
の
改
善
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
、
第
三
者
評
価
の
受
審
に
つ
い
て
努
力
義
務
を
課
し
て

い
る
。
な
お
、
児
童
養
護
施
設
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
係
る
施
設
で
あ
る
こ

と
、
児
童
虐
待
を
受
け
た
児
童
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
等
に
よ
り
、
施
設
運
営
の
質
の
向
上
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
児
童
福

祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）
第
四
十
五
条
の
三
に
お
い
て
、
「
児

童
養
護
施
設
は
、
自
ら
そ
の
行
う
法
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
業
務
の
質
の
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
定
期
的
に
外
部
の
者

に
よ
る
評
価
を
受
け
て
、
そ
れ
ら
の
結
果
を
公
表
し
、
常
に
そ
の
改
善
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
、
第
三
者
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評
価
の
受
審
を
義
務
付
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
御
指
摘
の
「
自
立
援
助
ホ
ー
ム
に
お
い
て
、
子
供
た
ち
が
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
や
虐
待
を
受
け
る
こ
と
」
を
防
止
す
る

た
め
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
要
綱
に
お
い
て
、
「
利
用
者
の
権
利
擁
護
及
び
虐
待
の
防
止
を
図
る
た
め
、
・
・
・
措

置
を
講
じ
る
こ
と
」
と
示
し
、
周
知
徹
底
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
「
「
児
童
福
祉
行
政
指
導
監
査
の
実
施

に
つ
い
て
」
の
着
眼
点
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
九
日
付
け
雇
児
福
発
第
〇
六
二
九
〇
〇
二
号
の
二
厚
生
労

働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
家
庭
福
祉
課
長
通
知
）
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
等
に
よ
る
指
導
監
査
の
際
に
確
認
す
べ

き
項
目
と
し
て
、
「
被
措
置
児
童
等
虐
待
の
防
止
に
向
け
た
体
制
整
備
状
況
」
や
「
被
措
置
児
童
等
虐
待
や
不
適
切
な
取
扱

い
、
権
利
侵
害
の
お
そ
れ
の
あ
る
事
案
が
発
生
し
て
い
な
い
か
」
を
示
し
、
自
立
援
助
ホ
ー
ム
の
適
正
な
運
営
が
図
ら
れ
る

よ
う
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 


